
2026/04/01 改訂

回覧：組長→ブロック長→会計部長→会長→総務部長（保管、福祉部長へ連絡）

円

（＊１）　会費の返戻は退会届提出日の当月分から、納入済みの最終月（通常３月）分までです。

　　　　　一般会員は月額200円/１カ月、賛助会員は150円/１カ月となります。

「個人情報の取扱について」

届出　　　　年　　　月　　　日

ブロック－組（　　－　　）

　●　大丸西町内会では、ご記入いただいた情報を会員名簿に記載し、役員で共有しています。

　　　記載したくない事項がある場合はその旨をお申し出下さい。

　●　ご記入いただいた個人情報は、上記の目的以外で使用したり、ご本人の同意なく第三者に

世　帯　主

ふりがな

住　　　所

和泉が丘　　丁目　　　番　　　号

（　　　　　　　　　　　　　　　）

ブロック長 総務部長 会　　計 会　　長 名　　簿（修正者）

印

　　　提供したりすることはありません。

　●　詳しくは、別途定める「大丸西町内会　個人情報取扱規約」をご確認ください。

印 印 印

会員名簿 広報誌

印

　●　ご記入いただいた個人情報は、大丸西町内会の会員相互および、役員との諸連絡、町内会活動、

　　　災害時の避難、救助活動などの際に利用します。

安否確認ﾘｽﾄ

印 印

㊙大丸西町内会　退会届

組　　長

印

会費返納 ＊１ 受領印


